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（１） PTA ボランティアについて 

  

①言葉の定義 

 広報関連活動並びに文化関連活動について，会員から広く企画を募り，それぞれ 

 にボランティアを募集して，会員の自発的，自主的参加のもと，運営していく。 

 学校から呼びかけられる「学校ボランティア」と区別し，今後「PTA ボランティア」 

 と呼ぶこととする。 

 

 ②新規活動等企画提案の手順 

 

 

 ③提案書の形式・・・別紙添付書類参照 

 ・名称（提案の内容がイメージできるもの） 

   ・提案者の名前・子どもの名前・学年組・連絡先（ファックスの有無，メールアドレス） 

   ・リーダーとなって関わる意思の有無 

   ・発行あるいは開催の時期，希望など  分かる範囲で書く 

   ・作成方法，準備方法など   空欄でもよい         

  

④企画提案に際してのルール 

 ・子どもの学習に支障を与えないもの。 

 ・学級活動の制約にならないこと。 

 ・子どもと先生の活動に踏み込まないこと。 

 ・子どもや親のプライバシーを尊重すること。 

 ・誹謗中傷しないこと。 

・学年・学級を対象とする企画については，必ず学級担任，学年主任の先生，本部に 

事前に確認をとること。場合によっては，提案書を提出して頂く事もある。 

・学校全体を対象とする企画については，本部に提案書を提出すること。 

・採用された提案については，必要に応じてボランティア参加の呼びかけを行うこと。 

・行ったボランティア活動については，本部に活動報告書を提出すること。 

「学校ボランティア」・・・・‘教育活動’と‘子どもの学習’に直接関わる内容のもの 

         （学校を通じてボランティア保険に加入し，活動） 

「ＰＴＡボランティア」・・・‘会員独自の活動’と‘学習の環境整備’に関する内容のもの 

        （PTA を通じてボランティア保険に加入し，活動） 

学級代表・本部・学校  役員会・運営委員会 

応募なし 

発案者 受付 検討・決定 

ボランティア募集 実行 
活動報告書を提出（本部） 

代表者は運営委員会で報告 

 

 

応募あり 

OR 採用 不採用 
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 ⑤活動中の「ＰＴＡボランティア」の名称および活動内容の著しい変更を行う場合 

・ 提案書を本部に提出し，本部とボランティア代表が協議の上，運営委員会にて 

報告する。 

 

⑥会議室に於ける書類の閲覧 

・発行した書類は，会議室のＰＴＡ配布書類ファイルに綴じ閲覧できるようにする。 

 ・他校の広報紙，「広報なかはら」のバックナンバーについては，閲覧できるように

  する。 
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（２） 文書配布について 

  

①配布文書について 

 ＊学校全体に配布するもの 

  ・１年生 「むつみ含む児童数＋１部（担任分）」 

  ・２年生～６年生「むつみ含む世帯数＋１部（担任分）」 

・むつみ学級に「世帯数＋１部（担任分）または，学校に指定された枚数」 

・学校に１０部（教頭先生に）     

・印刷室の予備箱に１０部 

・会議室ロッカー内の「ＰＴＡ配布書類ファイル」に原紙を１部 

 ＊学年・学級に配布するもの 

  ・各学級に児童数＋１（担任分） 

・学校に１部（教頭先生に） 

・印刷室の予備箱に５部 

  ・会議室ロッカー内の「ＰＴＡ配布書類ファイル」に原紙を１部 

 

②配布文書の形式とルール 

・学年等より出す文書は，原稿の段階で副会長の校正を受け，その後，教頭先生の校

正を受けてから印刷，配布する。 

 ・文書印刷には，印刷室のＰＴＡ備え付けの用紙を使用する。 

    （学校の用紙は使用しないこと） 

 ・原則として，印刷機を使用する場合は，休み時間をさける。（先生を優先する）

 ・印刷原本は PTA 会議室の所定のファイルに保存。 

・ＰＴＡの文書には必ず会長名を入れる。 

 ・学級で行う親睦会についても，保険の対象となるので，親睦会等のお知らせは 

        文書で行う。（文書がないと，ＰＴＡ活動と認められない場合もある） 

   ・全校配布の時は印刷前の原稿に「家庭数」または「児童数」のゴム印を押すか，原

稿作成時に，上部に「家庭数」または「児童数」と枠で囲んで表示。 

（ゴム印は印刷室の机の上） 

・文書の様式は参考例にならう。 
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参考１（学年に配布する場合） 

 

 参考２（学級に配布する場合） 

 

 参考３（全体に配布する場合） 

※ 学校ボランティアの場合は「校長 ○○ ○○」と記入する。 

 

 参考４（回収の必要がある場合の回収部分） 

 
 
 
 
 
 

返信先と締切期日を明記する。日付は年から記載する。 

  

令和○○年○○月○○日 

中原小ＰＴＡ会員 

第○学年の保護者の皆様                

柏市立中原小ＰＴＡ 

                                                   会長  ○○ ○○ 

                                                   学年代表○○ ○○ 

令和○○年○○月○○日 

中原小ＰＴＡ会員 

○年○組の保護者の皆様                

柏市立中原小ＰＴＡ 

                                                   会長  ○○ ○○ 

                                                   学級代表○○ ○○ 

令和○○年○○月○○日 

中原小ＰＴＡ会員の皆様 

            柏市立中原小学校 

        PTA 会長 ○○ ○○※           

（例１） 校外生活委員長○○ ○○ 

（例２）   草取りお世話係○学年 

 学年代表○○ ○○ 

（例 3）   ベルマークボランティア 

代表 ○○ ○○ 

・・・・・・・・・・・・・・・きりとり・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   締切 令和○○年○月○日( ) ○○宛 
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（３）学年，学級懇親会について 

・ 親睦と研修をはかるための活動とする。 
・ 子どもが学校にいる時間帯の活動のみ対象とする。 

・ 全員が参加できるような無理のない計画とする。 

・ 活動費用は自己負担（無理のない金額の範囲）とし，参加者に必ず会計報告を           

する。（Ｐ.6（６）会計関係について ○活動費について（ａ）学年活動費を参照） 

・ 宗教的，政治的，営利目的の活動は行わない。 

 
（４）ＰＴＡ会議室・パソコンの利用について 

・ 会議室を使用する際は，会議室内のカレンダー（前の黒板の右側）に使用者名（○

年，○○ボランティア等）と使用時間（○時○分～○時○分まで）と使用人数（○

○人）を記入する。 
・ パソコンを使用する場合（ＰＴＡ活動の目的に限ります）は，会議室内のパソコ

ン予約用カレンダー（前の黒板の右側）に使用者名（○年，○○ボランティア等）

と使用時間（○時○分～○時○分まで）を記入する。 
 
（５）校舎・校庭等の借用について 
 ・学年委員会等で特別教室を使用する時は，前もって教頭先生または教務主任に 
    申し出る。（電話でも可） 

 ・使用の前後に責任者は教頭先生に連絡をする。 

 ・使用当日は，学校に来たときに，職員室入り口左のホワイトボードに，日付，           

  使用場所，使用目的，使用団体名，使用時間を記入する。帰るときには，消す。 
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（６）会計関係について 
 ○転入者の会費徴収，返金について 

  ・転入・・・月割りで徴収する。 

  ・転出・・・月割りで返金する。 

 ○活動費について 

（a）学年活動費 

① 施設使用料 

学年懇親会等で公共の施設を使用した際の使用料については１年に１回のみ，

２千円を上限に補助する。 

②  研修活動費（講師への謝礼等） 

            学年の研修活動費として，１学年１年間で１万円を上限に補助する。 

        (b)同好会費 

    同好会には，文化的活動費より１万円を支給する。  

 ○会議費について 

    PTA 活動会議全般の運営に使用する。 

 ○慶弔費について 

    児童・PTA 会員には慶弔費が出るので，会計に連絡する。 

但し，学年，学級単位での慶弔に対する金品の贈与は一切行わないこと。            

  （PTA 会則 細則の第 4 条を参照のこと） 

 ○交通費について 

    会計に相談の上，請求する。原則として，公共交通機関に限る。 

 ○その他 

 総合保険に加入しているので，ＰＴＡ活動に参加してけがをした場合，あるいは，

物を壊したり他人にけがをさせた場合は，会計まで連絡する。 

 

（７）PTA 活動費の請求について 

 ・ＰＴＡ活動費用は会員が立て替え，領収書を本部会計に提出する。 

 ・領収書の宛名は必ず＜中原小ＰＴＡ＞とし，商店名，捺印も忘れずに入れてもらう。 

 ・領収書ごとに請求金額を報告してください。 

・月末までに提出された領収書は，翌月の運営委員会終了後，会計より支払う。 

・レシートなどを添えて，購入した品目が分かるようにする。 

      

  注：捺印なし，宛書が＜上様＞の領収書及びレシートは使用できません。 
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提 案 書 
    令和   年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
書式 令和 2年 4月 

担任の先生を通して本部宛で提出してください。 

提案者氏名 

 

 
お子様のお名前             （   年   組）   

 
連絡先 ℡ （      －            ）  

 

     Ｅ╼ｍａｉｌなど （                               ） 

※頂いた個人情報は首記の件のみにかかわる連絡に使用し、それ以外には使用しません。 

名称（ 例：トイレ清掃 ） 

内容・活動期間/時期 
 

 

 

 

 

PTA 本部宛 


